
この指数表は、定員を超える場合に選定資料として使用します。 

希望学童 

保育所名 

児童氏名 保護者氏名 

卒園した保育園・幼児園名（新1年生のみ） 

栗東市学童保育所入所基準指数表 

下記の該当する点数に〇印を付け、小計・加減・合計欄に記入してください。 

事 	項 
点数 

備考（添付書類） 
父 母 

①居宅外就労 外勤・居宅外自営 
15時以降の就労が、月20日以上かっ6ケ月以上継続※1 10 10 富務証月書 （自営0) 

場合）航申告書市

民税県民刑初申告書、 

まldま源泉御収票0再
し（受付f凹)あるもの） 

※株式市飴社0) 
場合不要 

15時以降の就労が、月16日以上かっ6ケ月以上継続※1 8 8 

②居宅内就労 居宅内の自営 
15時以降の就労が、月20日以上かっ6ケ月以上継続 10 10 
15時以降の就労が、月16日以上かっ6ケ月以上継続 8 8 

③親のいない

家庭 

死亡‘行方不明・拘禁 

青蝕昏未婚・その’ 也 10 10 

④出産・傷病・ 

障がい等 

妊娠・出産 妊娠5ケ月以上、産後6ケ月になる月の末日 6 母子健康手報の写し 

入院概ね6ケ月以上継続 10 10 
医師の診断書 傷病 常時病臥状態が6ケ月以上継続 10 10 

居宅内療養 
―般療養 安静を要する状態が6ケ月以上継続 6 6 

心身の障がい 
身体障害者手帳1・2級療育手帳Al・A2 精神障害者手帳1級 10 10 身体緯書者手帳、療育

手帳、精補略者保健

福祉手報の馴ノ 身体障害者手帳3・4級療育手帳Bl 精神障害者手帳2・3級 6 6 

⑤同一世帯の

病人等の介

護 

15時以降の付添が、月20日以上かっ6ケ月以上継続 10 10 医師の診断書
介護保険被保険
者証、身体障害
者手帳の写し等 

入院・施設等付添 
15時以降の付添が、月16日以上かっ6ケ月以上継続 8 8 

重度障がい者等の全介護（障害者手帳1・2級、介護認定3-.5) 10 10 
自宅介護・看護 

上記以外の介護（看護）の場合 4 4 

⑥災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育ができない場合 10 10 確災証明書 

⑦就労内定・ 

学生等 

就労内定・開業予 15時以降の就労が、月20日以上かっ6ケ月以上継続予定※1 6 6 車芯話叫 
’燥予定の場剖ま、，陳する
ことがわかる鋼
※Miは~ 定 15時以降の就労が、月16日以上かっ6ケ月以上継続予定※1 4 4 

卒業後に就労を目的とする15時以降の通学が、月20日以上かっ6ケ月以上刑蹴 6 6 在蝋丑月書および通学

日数・晒がわかる書

類 
通学 

卒業後に就労を目的とする15時以降の通学が、月16日以上かっ6ケ月以上継続 4 4 

通学 卒業後に就労を目的とする15時以降の通学が、月20日以上かっ6ケ月以上継続予定 5 5 合犠酢叫酔することがわ
カも柵Sよび透学日撒崎
働《わかる毎 予定 卒業後に就労を目的とする15時以降の通学が、月16日以上かっ6ケ月以上継続予定 3 3 

個別判定 小計 
dH2め要件ごとに採

点し、合算はしない。 

加算要件・減

点要件 

1年生 0 
2年生 0 

3年生 0 

4年生 -1 

5年生 -2 

6年生 -4 

ひとり親家庭で祖父母と別居 2 

兄弟姉妹が学童保育所に入所する場合 2 

ひとり親家庭で70歳未満の祖父母と同居 0 

保育可能な70歳未満の祖父母と同居 -2 
保育可能な70歳未満の祖父母が同ー小学校区内に居住している場合（ひとり親家庭除く） -2 

月20日以上就労はしているが、16時には帰宅できる場合 -5 
月16日以上就労はしているが、16時には帰宅できる場合 -7 
月20日以上就労はしているが、17時には帰宅できる場合 -2 
月16日以上就労はしているが、17時には帰宅できる場合 -4 

加減 

合計 
個別判定父＋母＋
加減 

注） ※12交代制勤務等、この限りではない場合があるので、お問い合わせください。 

備考（1）保護者のそれぞれについて、基準指数を求め、合算して当該世帯の指数とする。 

(2）上記いずれもその状態が分かる書類等を提出のこと。 
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